
 

安全管理委員会からの「耳より情報Ｖｏｌ.36」掲載内容に関する訂正とお詫び 

令和 7年 8月に掲載いたしました「耳より情報 Vol.36『身体拘束最小化について考えよう』」において、身体拘束

のリスク回避の一つとして「認知症マフ」を紹介いたしました。 

しかしながら、「認知症マフ」の目的は、不安・焦燥・孤独感の軽減や手指の活動を促進し、認知機能の維持を支

援することであり、身体拘束のリスク回避策ではなく、身体拘束をしなければならない状態を避けるためのケアの一

環です。したがって、「認知症マフ」は抑制具の代替ではありません。 

このたび、長崎県認知症看護認定看護師会よりご意見をいただき、誤解を招く表現となっていたことを確認いたし

ました。皆様に誤解を与えましたことを、ここに訂正し、深くお詫び申し上げます。 

 今後は、より正確な情報提供に努めてまいります。  

令和 7年 12月 長崎県看護協会 会長 日野出悦子 


